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会社役員に関する事項
　
（6）社外取締役に関する事項
　

① 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
　監査等委員でない社外取締役の選任にあたっては、会社法及び当社が上場する金融商品取
引所が定める基準に加え、会社経営もしくは業界に関する豊富な経験と高い識見を重視して
おります。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、税務または会計もしく
は法律に関する豊富な経験と高い知見を重視しております。当社におきましては、以上の条
件を充たし、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として登録してお
ります。

　
② 重要な兼職先と当社との関係
（ア）社外取締役山口千秋氏は、東和不動産株式会社の顧問及び中日本興業株式会社の社外

取締役であります。
　 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
（イ）社外取締役三田敏雄氏は、中部電力株式会社の相談役、日本郵船株式会社の社外監査

役及び名古屋鉄道株式会社の社外監査役であります。
　 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
（ウ）社外取締役吉久光一氏は、名城大学の学長、学校法人名城大学の常勤理事、学校法人

名城大学の評議員及び公益財団法人名古屋産業科学研究所の理事であります。
　 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
（エ）社外取締役（監査等委員）加藤文夫氏は、加藤文夫税理士事務所代表、セイノーホー

ルディングス株式会社の社外監査役及び株式会社ヒマラヤの社外取締役（監査等委員）
であります。

　 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
（オ）社外取締役（監査等委員）堀江正樹氏は、公認会計士 堀江正樹会計事務所 所長、フ

タバ産業株式会社の社外取締役及び日本公認会計士協会東海会 顧問であります。
　 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
（カ）社外取締役（監査等委員）川合伸子氏は、川合伸子法律事務所の代表、株式会社ＦＵ

ＪＩの社外取締役、愛知県公害審査会委員及び春日井市公平委員会委員長であります。
　 なお、当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
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③ 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 取締役会及び監査等委員会における発言の状況・内容等

社 外 取 締 役 山 口 千 秋
当事業年度開催の取締役会10回すべてに出席。
他社での豊富な経営経験に基づき、議案、審議等につき必要な発言を
適宜行っております。

社 外 取 締 役 三 田 敏 雄
当事業年度開催の取締役会10回すべてに出席。
他社での豊富な経営経験に基づき、議案、審議等につき必要な発言を
適宜行っております。

社 外 取 締 役 吉 久 光 一
当事業年度開催の取締役会10回のうち9回出席。
学識経験者としての学術的な視点及び大学経営における経験に基づ
き、議案、審議等につき必要な発言を適宜行っております。

社外取締役（監査等委員） 加 藤 文 夫
当事業年度開催の取締役会10回すべてに出席。
当事業年度開催の監査等委員会13回すべてに出席。
税理士としての財務、会計の専門的見地から、議案、審議等につき必
要な発言を適宜行っております。

社外取締役（監査等委員） 堀 江 正 樹
当事業年度開催の取締役会10回すべてに出席。
当事業年度開催の監査等委員会13回すべてに出席。
公認会計士としての財務、会計の専門的見地から、議案、審議等につ
き必要な発言を適宜行っております。

社外取締役（監査等委員） 川 合 伸 子
当事業年度開催の取締役会10回すべてに出席。
当事業年度開催の監査等委員会13回すべてに出席。
弁護士としての専門的知見から、議案、審議等につき必要な発言を適
宜行っております。
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会社の体制及び方針
（1）コーポレート・ガバナンスの基本方針
　当社グループは、コーポレート・ガバナンスを透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行
うための重要な経営の仕組みとして認識し、グループ全社において積極的に取り組んでおり
ます。当社グループのコーポレート・ガバナンスにおきましては、「コンプライアンス及びリ
スクマネジメント推進活動」を積極的に展開することで内部統制機能を強化し、取締役会に
よる経営監視機能と監査等委員会による監査機能を充実・強化させてまいります。それによ
り、株主をはじめとするステークホルダーからの信頼に応える透明な企業統治体制を構築し、
企業としての社会的責任を果たすとともに、持続的な成長による企業価値の向上を実現して
まいります。

（ご参考）当社グループの内部統制システムの模式図
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（2）業務の適正を確保するための体制及び運用状況
　

　当社が取締役会において決議した内部統制に関する基本方針の概要は以下のとおりです。
　この決議は、当社グループの内部統制システムの整備において、代表取締役が遵守すべき
基本方針を明らかにするとともに、会社法第362条第４項第６号及び会社法施行規則第100
条に規定する業務の適正を確保するために必要とされる内容を定めることを目的としており
ます。当社グループの内部統制システムの整備は、以下の項目に定める取締役担当執行役員
（以下、「担当執行役員」という。）の下で速やかに実行されるものとします。各担当執行役員
は、担当する内部統制システムについて、定期的に整備状況及び運用状況を取締役会又は経
営会議に報告するとともに、モニタリング及び見直しを適宜行うことによって、より適正な
体制を整備いたします。

　① 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ア）役職員等に対し、「国内外の法令、定款、社内規程及び企業倫理の遵守」を徹底し、オ

ープンでフェアな企業活動を通じて国際社会から信頼される会社を目指すことをコン
プライアンス基本方針とする。

（イ）コンプライアンス推進活動(関連規程の整備・実践状況確認・啓発活動)は、担当執行
役員に指名されたコンプライアンス推進担当部門長が実施し、代表取締役社長が委員
長であるコンプライアンス全社推進委員会（事務局：コンプライアンス推進担当部門）
へ報告される。

（ウ）コンプライアンスに違反する行為を発見した場合の報告体制として、正規の報告ライ
ンに加え、複数のコンプライアンス相談窓口を設置している。コンプライアンス相談
窓口には、社内窓口担当者に顕名で通報できるものと、外部専門家に直接匿名で通報
できるものがある。

（エ）万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、担当執行役員に指名さ
れたコンプライアンス推進担当部門長を委員長とするコンプライアンス委員会が設置
され、当該事態の対応と処分及び再発の防止を審議し、特に取締役との関連性が高い
などの重要な問題は取締役会に報告される。
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（オ）財務報告の適正性・信頼性を確保するための内部統制体制を検証し運用するとともに、
経営関連情報の公正かつ適時・適切な開示を実施する。

　
（カ）取締役の職務執行の適法性を確保するため、社外取締役６名が在任しており、強力な

牽制機能を確保する。
　
　② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　 取締役会での決議状況及び各取締役の業務執行の決裁状況並びにその監督等に係る情

報・文書等は、社内規程に従い、適切に保存及び管理を実施する。
　
　③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（ア）経営を取り巻く各種リスクを分析し、株主、顧客及び役職員等の安全と経営資源の損

失低減及び再発の防止を図り、事業継続を可能にすることをリスクマネジメント基本
方針とする。

　
（イ）リスクマネジメント推進活動は、担当執行役員に指名されたリスクマネジメント担当

部門長が実施し、代表取締役社長が委員長であるリスクマネジメント全社推進委員会
（事務局：リスクマネジメント担当部門）へ報告される。

　
（ウ）経営企画担当部門担当執行役員は、内部監査等により損失の危険のある業務執行行為

が発見された場合には、組織的に迅速な対応を指揮するとともに損失の未然防止を図
る。また、大規模な事故、災害等が発生した場合は、直ちに対策本部を設置し、損失
の最小化に努める。

　
　④ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
（ア）連結中期経営計画及び毎年策定される年度計画に基づき、業績目標及び予算を提示し、

それぞれの業務担当執行役員が、目標達成のための活動を行う。経営企画担当部門担
当執行役員は、設定した目標が当初の予定どおりに進捗しているか、経営会議での各
担当執行役員による業績報告を通じ定期的に検証を行う。

　
（イ）業務執行のマネジメントについては、取締役会及び経営会議への付議事項に関し、当

該事項を漏れなく付議することを遵守する。
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（ウ）日常の職務執行に際しては、組織・職制・業務分掌管理規程及び権限規程等に基づき、
権限の委譲を適正に行い、稟議規程に定める決裁基準等に基づき決裁権限のある責任
者が適正かつ効率的に職務の執行を行う。

　
　⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（ア）当社の子会社全体の内部統制を担当する統括管理部署を、経営企画担当部門とし、他

の内部統制推進部門と連携し、各社への指導・支援を実施する。
　
（イ）グループ会社決裁管理規程に基づき、子会社の取締役及び取締役会の重要な業務執行

が当社に対し事前に報告され、当社の意思決定が適正に行われる体制とする。
　
（ウ）監査担当部門担当執行役員は、子会社の内部監査室又はこれに相当する部署を担当す

る取締役と十分な情報交換を行い、内部監査体制の実効を確保する。
　
　⑥ 監査等委員会の監査体制を実効化するための関連事項の整備
（ア）現在、監査等委員会の職務の補助使用人は設置していない。監査等委員会がその職務

の補助使用人を置くことを求めた場合においては、専任又は兼任の補助使用人を配置
するものとする。

　
（イ）当該補助使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要とし、監査等委

員会の指揮命令下で職務を遂行する。
　
（ウ）役職員等は、監査等委員会の定める監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準に

従い、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、又は会社に
著しい損害を及ぼすおそれのある事実、その他監査等委員が求める報告及び情報提供
を行う。また、当社は役職員等の監査等委員会への情報提供を理由とした不利益な処
遇は一切行わない。

　
（エ）役職員等は、業務の適正を確保する上で必要な各種会議への常勤監査等委員の出席を

求め、当該監査等委員が審議ないし報告状況を直接認識できる体制とする。また、監
査等委員会と代表取締役、監査等委員会と会計監査法人との間で定期的に意見交換会
を開催する。

　
（オ）当社は監査等委員会が必要と認めるときは、監査に必要な外部専門家費用等の監査費

用を認める。
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（当社における内部統制システムの運用状況の概要）
　

　① 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス全社推進委員会を1回開催しました。
・社外取締役の取締役会出席率は98％でした。なお、社外取締役はそれぞれ自らの知見に
基づき、経営の監督、経営方針、経営改善等について、活発にご発言いただいており、
当社が期待する機能を十分に発揮しています。

　② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・10回開催された取締役会及び2回開催された書面決議の資料及び議事録は、取締役会規
則に従い、適切に保管されています。

　③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスクマネジメント規程に基づき、リスクマネジメント全社推進委員会を1回開催しまし
た。

・国内及び海外関係会社からのリスク情報定期報告(2週間毎)の仕組みを継続して運用して
おり、必要な情報が経営層に報告されています。なお、特に重要な案件については、取
締役会に適時適切に報告されています。

　④ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・会議･委員会規程に基づき、経営会議を毎月開催。経営企画担当部門及び各事業担当執行
役員による業務報告を毎回実施し、設定した目標に対する進捗の確認を実施しました。

・取締役会規則及び会議･委員会規程に基づき、適切に付議、決議を運用しました。

　⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ会社決裁管理規程に基づく事前承認・報告事項をリスク情報定期報告(2週間毎)
において報告することで、実効性を持って運用しています。
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・国内会社社長連絡会を(原則)毎月開催し、グループ経営方針の浸透と競争力強化に向け
た意見交換を実施しました。
・監査担当部門により実施した各部門・グループ会社の内部監査で判明した課題について
は、被監査部門及び所管機能部に対し、是正改善を勧告しています。
　

　⑥ 監査等委員会の監査体制を実効化するための関連事項の整備
・常勤監査等委員は取締役会に加えて、経営会議・設備投資委員会等の重要な会議に出席
しており、審議ないし報告状況を直接確認しています。

・監査等委員会と代表取締役の意見交換を２回、会計監査法人とは４回実施しました。
・監査等委員の職務執行に必要な費用について、監査等委員会の請求に従い、速やかに処
理しました。

　
（3）会社の支配に関する基本方針
　

　① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容
　当社は、「私たちは、人と地球環境を大切にし、革新的な技術で、豊かな社会の発展に貢
献します」という企業理念を実現するため、「共有すべき行動精神」として４つの「行動精
神」（「誠実」、「和」、「積極性」及び「イビテクノの進化」）を掲げ、全従業員の行動の柱と
しております。このように、当社は、上記 「企業理念」及び「共有すべき行動精神」のも
と、経営の効率性及び透明性を向上させ、当社の企業価値及び株主共同の利益を最大化する
ことを目指しております。
　当社の株式は原則として譲渡自由であり、当社の株主も市場における自由な取引を通じて
決定されます。当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、
それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えておりま
す。そこで、当社は、そのような買付けが行われる場合、株主の皆様が、当該買付けが当社
の企業価値及び株主共同の利益にどのような影響を及ぼすのかを適切にご判断いただくた
め、平時より、当社の経営資源の有効化、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策の透明
性について十分にご理解いただくための諸施策の実施が必要と考えております。
　一方で、当社は、以下のような、当社株式の不適切な大量取得行為や買収提案を行う者
等、当社の企業価値又は株主共同の利益の向上に資さない者は、当社の財務及び事業の方針
の決定を支配する者として適当でないと考えております。
（ア）真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で

当社株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行う、いわゆるグリーンメ
ーラーに該当する者
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（イ）当社の経営を一時的に支配して、当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企
業秘密情報、主要取引先や顧客等を買付者やそのグループ会社に委譲させる等、焦土
化経営を行う目的で当社株式の買収を行う者

（ウ）当社の経営を支配した後に、当社の資産を買付者やそのグループ会社等の債務の担保
や弁済原資として流用する予定で当社株式を買い付ける等、資産の流用を目的として
当社株式の買収を行う者

（エ）会社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等
の高額資産等を売却処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あ
るいは、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする
目的で当社株式の買収を行う者

　
② 会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別の
取組み
　当社は、1912年11月の創業以来、ステークホルダーの皆様との信頼関係を基盤とし、電
子事業、セラミック事業、その他事業をグループ会社とともに展開しております。
　当社は、2018年3月30日開催の第917回取締役会において、2018年度を初年度とする5
年間の連結中期経営計画（2018年度～2022年度）「To The Next Stage 110 Plan」を
決議しました。この新中期経営計画では、以下の(a)～(d)を活動の柱とし、次の100年に向
け、当社の持続的成長と安定的な利益の確保を目指します。
(a)既存事業の競争力強化、(b)新規事業の拡大、(c)人財育成、(d)ESG経営の推進

また、後記「（4）剰余金の配当等の決定に関する方針」のとおり、株主の皆様に対する利
益還元の一環として、財務状況等を勘案しながら自己株式の取得を機動的に実施してまいり
ます。

　
　以上の取組みは、中期経営計画につきましては、上記(a)～(d)を目的としている点で、そ
して自己株式の取得につきましては、財務状況等を勘案しながら株主の皆様に対する利益還
元の一環として行う点で、それぞれ前記①の基本方針に沿うものであり、また当社の企業価
値・株主共同の利益の向上に資するものと考えております。
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③ 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ
とを防止するための取組み
　現時点で、当社は、基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の
決定が支配されることを防止するための具体的な取組み（いわゆる買収防衛策）を予め定め
ることはいたしておりません。
　しかしながら、株主の皆様から付託を受けた経営者の責務として、当社株式の取引や株主
の異動状況を常に注視して、当社株式を大量に取得しようとする者や買収提案を行う者が出
現した場合には、以下のプロセスによる適切な対応策を講ずる所存であります。
（ア）買収者が提案する事業計画の実現可能性・適法性、各事業分野の結合により実現され

るシナジー効果及びステークホルダーに対する対応方針等の分析・検討を行うことに
よる、当該買付けが当社の企業価値及び株主共同の利益に及ぼす影響度合いの分析

（イ）買収者に対する意見表明書等の提出による質問、意見及び対案等の提示並びに買収者
に対する情報収集

（ウ）株主の皆様への可能な限りの情報提供及びステークホルダーからの意見収集
（エ）上記のほか、当社として適切と考えられるあらゆる措置の実行
　さらに、当社は、上記対応策の実効性を確保するため、平時より、経営企画部門を中心
に、以下の取組みを、定期的に行っております。
・当社の株価バリュエーション並びに資産構成、資本構成、事業構造及び株主還元政策の分
析及び検討
・積極的なIR活動の実施策、株主の皆様に対する恒常的な情報発信及び投資家に対する適時
開示等、当社の企業価値向上策の分析及び検討
・潜在的買収者及び当該買収者が提案しうる戦略及び当該買収者による買収がステークホル
ダーに与える影響等に係る情報収集及び分析
・買収者が出現した場合の社内対応手順の策定及び必要資料の事前準備並びに社内教育プロ
グラムの策定及び実施

　
　上記対応策及び取組みは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために
必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代
替案の提示を受ける機会を確保することを主要な目的としております。上記対応策及び取組
みにより、株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適
切な判断をすることが可能となると考えております。これらは、前記①の基本方針に沿うと
ともに、当社の企業価値・株主共同の利益の向上につながるものと考えております。
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　なお、買収防衛策の導入につきましては、買収行為をめぐる法制度や関係当局の判断、見
解等の動向に留意しつつ、今後も継続して検討を行ってまいります。

　
（4）関連当事者取引について
　当社が当社取締役との間で取引を行う場合には、取締役会規則に定められた取締役会付議
基準に基づき、当該取引につき重要な事実を取締役会に上程し決議しております。また、当
社役員全員及び重要な子会社の社長に対して、毎年1回、関連当事者間取引の有無について、
アンケート調査を実施しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しており
ます。なお、当社がいわゆる大株主(主要株主)との重要な取引を行う場合には、取締役会付
議基準に基づき、取締役会にて決議します。
　

（5）剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様に対する利益還元につきましては、単独業績、配当性向、ROE（株主
資本利益率）に加え、企業グループとしての連結業績等の経営指標を総合的に勘案して、長
期にわたる安定的な経営基盤の確立と業績の向上による安定した配当の継続を基本方針とし
ております。
　内部留保金の使途につきましては、企業価値の増大を図ることを目的として、中長期的な
事業拡大のため、研究開発・製造設備等に戦略的に投資し、長期的な競争力の強化を目指し
てまいります。

　
　当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき20円とし2019年5月31日を支払開
始日とさせていただきました。これにより、2018年11月に実施いたしました中間配当金
（１株につき15円）を含めました当事業年度の年間株主配当金は、１株につき35円となりま
す。
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連結株主資本等変動計算書 （2018年４月１日から2019年３月31日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本 その他の包括利益累計額

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益

当 期 首 残 高 64,152 64,579 123,735 △2,609 249,857 20,247 76
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △4,896 △4,896
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,306 3,306

自 己株式の取得 △2 △2
自己株式の処分 △0 9 9
株主資本以外の項目の当期変動額
（純 額） △7,831 △76

当 期 変 動 額 合 計 - - △1,590 7 △1,583 △7,831 △76
当 期 末 残 高 64,152 64,579 122,144 △2,602 248,274 12,415 -

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計

土地再評価差額金 為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 160 10,855 31,340 5,169 286,367
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △4,896
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,306

自 己株式の取得 △2
自己株式の処分 9
株主資本以外の項目の当期変動額
（純 額） - △842 △8,751 272 △8,478

当 期 変 動 額 合 計 - △842 △8,751 272 △10,062
当 期 末 残 高 160 10,012 22,588 5,442 276,305
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社数39社
会社名： 事業報告「１．当社グループの現況に関する事項」の「(11)重要な子会社の状況」に記載し

ました26社にアイビーテクノ㈱、アイビー・グリーン㈱、イビケンウッドテック㈱、中部工
材㈱、㈱イビデン住設、㈱エコストック、サン工機㈱、イビデンオアシス㈱、イビデン・セラ
ム・エンバイロンメンタル㈱、イビデン・セラム・フラウエンタール韓国㈱、セラム・リーゲ
ンシャフツフェルヴァルツゥング㈱、南寧大南食品有限公司、イビデンフィリピンランドホー
ルディングス㈱を加えた39社

　なお、イビデンオアシス㈱は新規設立により、また、セラム・リーゲンシャフツフェルヴァルツゥング
㈱は追加取得により、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用する会社数２社
会社名： 中部合同アセチレン㈱、いぶき水力発電㈱

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、揖斐電電子(上海)有限公司、揖斐電電子(北京)有限公司、南寧大南食品有限公司、イ
ビデンメキシコ㈱の決算日は12月31日であります。
また、揖斐電電子(上海)有限公司、揖斐電電子(北京)有限公司、南寧大南食品有限公司、イビデンメキシ
コ㈱につきましては、決算日(３月31日)において仮決算を実施したうえで連結しております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
　 ① 有価証券
　 その他有価証券

・時価のあるもの ………………… 決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）

・時価のないもの ………………… 移動平均法による原価法
② デリバティブ ……………………… 時価法
③ たな卸資産 ………………………… 当社及び国内連結子会社は、主として移動平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
在外連結子会社は、主として先入先出法による低価法
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
　 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

……………………………… 当社及び国内連結子会社は主として定率法
在外連結子会社は主として定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物及び構築物 ３～75年
　機械装置及び運搬具 ３～22年

　 ② 無形固定資産（リース資産を除く）
……………………………… 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額法

③ リース資産 ………………………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
（3）重要な引当金の計上基準
　 ① 貸倒引当金

　当社及び国内連結子会社は、主として債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。
　また、在外連結子会社は、主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。

　 ② 賞与引当金
　当社及び国内連結子会社は、主として従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

　 ③ 役員賞与引当金
　当社は、主として役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。

　 ④ 株式報酬引当金
　当社は、株式交付規程に基づく取締役等への当社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における
株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

　 ⑤ 関係会社整理損失引当金
　関係会社の整理に伴う損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。

（4）その他連結計算書類作成のための重要な事項
　 ① 退職給付に係る負債

　一部の連結子会社は、退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、期間定額基準によっております。
　また、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　 ② 繰延資産の処理方法
社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。
株式交付費については、支出時に全額費用として処理しております。
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　 ③ 重要なヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。
・ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段：為替予約取引
　ヘッジ対象：外貨建債権・債務、外貨建予定取引
・ヘッジ方針
　主として当社は社内の管理規程に基づき、為替変動リスクについてヘッジしております。なお、主要な
リスクである外貨建売掛債権の為替変動リスクに関しては、実需を推定し、ヘッジする方針であります。
・ヘッジ有効性評価の方法
　為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約を対応さ
せているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されており、ヘッジに高い有効性が
あるものと判断しております。

　 ④ 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　 ⑤ のれんの償却方法及び償却期間
　原則として５年間の均等償却を行っております。

表示方法の変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）に基づく「会社法
施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（平成30年3月26日 平成30年法務省令第5号）を当連結
会計年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
示する方法に変更しております。

連結貸借対照表に関する注記
１．担保資産及び担保付債務
　担保に供している資産の額

投資有価証券 15百万円
　上記に対応する債務

買掛金 138百万円
未払金 1百万円
前受金 4百万円

２．有形固定資産減価償却累計額 531,383百万円

３．期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
　なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が連結会計年度末残高に
含まれております。

受取手形 628百万円
支払手形 1,272百万円
設備支払手形 121百万円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）
　

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末
発行済株式
　普通株式 140,860,557 ― ― 140,860,557

合計 140,860,557 ― ― 140,860,557
自己株式
　普通株式 1,142,070 1,622 4,923 1,138,769

合計 1,142,070 1,622 4,923 1,138,769
（注） 普通株式の自己株式には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）が保有する株式（当連

結会計年度期首185,600株、減少4,644株、当連結会計年度期末180,956株）が含まれております。

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

　

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額 基 準 日 効力発生日

2018年５月16日
取締役会 普通株式 2,798 20円00銭 2018年３月31日 2018年５月31日

2018年11月1日
取締役会 普通株式 2,098 15円00銭 2018年９月30日 2018年11月26日

（注）１ 2018年５月16日取締役会決議による配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社（信託口）が所有する当社の株式に対する配当金３百万円が含まれております。

２ 2018年11月１日取締役会決議による配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社（信託口）が所有する当社の株式に対する配当金２百万円が含まれております。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの
　

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額 基 準 日 効力発生日

2019年５月16日
取締役会 普通株式 利益剰余金 2,798 20円00銭 2019年

３月31日
2019年
５月31日

（注） 配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）は所有する当社の株式に対す
る配当金３百万円が含まれております。
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に社債発行や銀行借入）を調達しております。
一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しており
ます。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内ガイドラインにそってリスク低減を図っております。
また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
　借入金の使途は運転資金（主として短期）、設備投資資金（長期）であります。なお、デリバティブ取引は
社内管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
２．金融商品の時価等に関する事項
　2019年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については
次のとおりであります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額

（＊） 時 価 （＊） 差 額

（1）現金及び預金 113,492 113,492 ―
（2）受取手形及び売掛金 60,278 60,278 ―
（3）投資有価証券 38,512 38,512 ―
（4）支払手形及び買掛金 (39,562) (39,562) ―
（5）短期借入金 (20,030) (20,030) ―
（6）未払金 (9,111) (9,111) ―
（7）設備関係支払手形 (1,618) (1,618) ―
（8）社債 (40,000) (39,996) (3)
（9）長期借入金 (10,000) (9,990) (9)
（10）デリバティブ取引 53 53 ―
（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注）１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

（1）現金及び預金及び（2）受取手形及び売掛金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

（3）投資有価証券
　投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。

（4）支払手形及び買掛金、（5）短期借入金、（6）未払金、並びに（7）設備関係支払手形
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

（8）社債
　社債の時価については、市場価格によっております。なお、１年内償還予定社債は、社債に含
めて時価を表示しております。
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（9）長期借入金
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利
率で割り引いて算定する方法によっております。

（10）デリバティブ取引
　デリバティブ取引の時価については、先物為替相場によっております。

　 ２ 非上場株式（連結貸借対照表計上額630百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積もることなどできず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（3）投
資有価証券」には含めておりません。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 1,938円59銭
２．１株当たり当期純利益 23円66銭
（注） 当連結会計年度において、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する当社株式は、

１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、
１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書 （2018年４月１日から2019年３月31日まで） （単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合 計 利益準備金
その他利益剰余金

固 定 資 産
圧縮積立金 別途積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 64,152 64,579 64,579 3,548 85 8,600 39,283
当 期 変 動 額
固定資産圧縮積立金の取崩 △5 5
剰 余 金 の 配 当 △4,896
当 期 純 利 益 11,155
自 己 株式の取得
自己株式の処分 △0
株主資本以外の項目の当期変動額
（純 額）
当 期 変 動 額 合 計 - - - - △5 - 6,264
当 期 末 残 高 64,152 64,579 64,579 3,548 80 8,600 45,547

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計利益剰余金
自己株式 株 主 資 本

合 計
その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計利益剰余金

合 計
当 期 首 残 高 51,517 △2,609 177,640 19,848 76 19,925 197,565
当 期 変 動 額
固定資産圧縮積立金の取崩 - - -
剰 余 金 の 配 当 △4,896 △4,896 △4,896
当 期 純 利 益 11,155 11,155 11,155
自 己 株式の取得 △2 △2 △2
自 己株式の処分 △0 9 9 9
株主資本以外の項目の当期変動額
（純 額） △7,653 △76 △7,730 △7,730

当 期 変 動 額 合 計 6,258 7 6,266 △7,653 △76 △7,730 △1,464
当 期 末 残 高 57,776 △2,602 183,906 12,194 - 12,194 196,100
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

・子会社株式及び関連会社株式 …… 移動平均法による原価法
　 ・その他有価証券

時価のあるもの ……………… 決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）

時価のないもの ……………… 移動平均法による原価法
（2）デリバティブ ………………………… 時価法
（3）たな卸資産…………………………… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

………………………… 定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物 ３～50年
　構築物 ５～75年
　機械装置 ３～22年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
………………………… 定額法

ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能
期間（５年）に基づく定額法

（3）リース資産 …………………………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金 …………………………… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金 …………………………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基
づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（3）役員賞与引当金 ……………………… 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上
しております。

（4）株式報酬引当金 ……………………… 株式交付規程に基づく取締役等への当社株式の交付に備えるため、
当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しており
ます。

４．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によっております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段：為替予約取引
　ヘッジ対象：外貨建債権・債務、外貨建予定取引
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（3）ヘッジ方針
　当社の「社内管理規程」に基づき、為替変動リスクについてヘッジしております。なお、主要なリスクで
ある外貨建売掛債権の為替変動リスクに関しては、実需を推定し、ヘッジする方針であります。

（4）ヘッジ有効性評価の方法
　為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約を対応させ
ているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されており、ヘッジに高い有効性がある
ものと判断しております。

５．繰延資産の処理方法
（1）社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。
（2）株式交付費については、支出時に全額費用として処理しております。

６．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

表示方法の変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）に基づく「会社法
施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（平成30年3月26日 平成30年法務省令第5号）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示す
る方法に変更しております。

貸借対照表に関する注記
１．関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 11,249百万円
短期金銭債務 18,053百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 264,044百万円

３．期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
　なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が事業年度末残高に含まれて
おります。

受取手形 3百万円
支払手形 561百万円
設備支払手形 116百万円

損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高 営業取引高 売上高 23,820百万円

仕入高 37,883百万円
営業取引以外の取引高 17,331百万円
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株主資本等変動計算書に関する注記
　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,138,769株
　

(注) 上記には日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する当社株式180,956株が含まれて
おります。

税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
　関係会社株式評価損 23,526百万円
　減価償却超過額 4,376百万円
　賞与引当金 648百万円
　有価証券評価損 309百万円
　固定資産減損損失 505百万円
　棚卸資産評価損 435百万円
　その他 794百万円
　小計 30,597百万円
　評価性引当額 △25,975百万円
　繰延税金資産合計 4,621百万円

繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 5,178百万円
　固定資産圧縮積立金 34百万円
　繰延税金負債合計 5,213百万円

繰延税金資産の純額 △591百万円
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関連当事者との取引に関する注記
　子会社等

（単位：百万円）

属 性 会社等の名称
議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 イビデン産業㈱ 所有
直接78.5%

当社グループ
製品等の運送
及び石油製品
の納入

資金の預り - 預り金 3,700

子会社 イビデンフィリピン(株)
所有
直接100%

当社電子関連
製品の製造 棚卸資産の売却 3,446 未収入金 458

（注） 取引条件及び取引条件の決定方針等
１．棚卸資産の売却については、見積価格の妥当性を検討し、交渉の上決定しております。
２．預り金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
３．消費税の発生する取引及びその残高において、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には
消費税等が含まれております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 1,403円51銭
２．１株当たり当期純利益 79円84銭
（注）当期間において、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する当社株式は、１株当た

り当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当た
り純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

　
重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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